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7 平成 23年　広報かさま 3月号

　前回は、『協働の原則』『協働のかたち』について紹介しました。今回は最終回ということで、具体的
にどんなことをしていくのか紹介していきます。

“協働”するために、なにをするの？
　笠間市では、『協働のまちづくり』を推進するために、次のような取組みを行っていきます。

市民参加を推進します！
① 協働のまちづくりに関するPR
② 活動団体等に関する情報提供
③ 市民と行政の情報共有・情報交流
④ 市民活動支援のための講座・講習会の開催
⑤ まちづくり出前講座の開催

　広報かさま１月号から３回にわたり、『協働のまちづくり』について解説してきました。今後は、地
域ごとのワークショップの開催や、市民と行政の意見交換の場を設けることを予定しています。協働
のまちづくりを進めるために、より実践的に『協働のまちづくり』についてみなさんと考えていきます。

　「住みよいまち 訪れてよいまち 笠間」を目指して、市民の経験や能力を市政に生かし、市
民活動を活性化し、身近な市民同士のつながりを強め、市民が主体性を持って行政と共に
活動する協働のまちづくりを推進します。

“協働”することでなにをめざすの？
　笠間市では、次のような理念をもとに『協働のまちづくり』を推進していきます。（協働の基本理念）

活動拠点を整備・活用します！
① 活動拠点の整備
② 地域活動拠点の活用
③ 市民と行政を結ぶ中間支援組織の設置

市民の活動に対する支援を行います！
① まちづくり市民活動助成制度の拡充
② 地域集会所に対する整備補助金の充実
③ 活動に必要な貸出制度の充実
④ 保険制度の充実

ふるさとづくり活動の普及・支援を行います！
① アダプト制度（里親制度）の普及
　 アダプト制度（里親制度）とは…
　  　市民が道路や公園など、公共の場所に愛着
をもち、清掃・美化活動を進めていくこと。

② ふるさと納税制度の普及
　 ふるさと納税制度とは…
　  　都道府県・市区町村に寄附を行った場合、一
定の限度まで所得税と個人住民税から寄附金
控除をする制度。笠間市では寄附金を「元気か
さま応援基金に積み立て、「まちづくり支援」
「子ども支援」「芸術・文化支援」の３つの支援事
業に活用しています。

協働体制を構築します！
① 市民と行政による推進委員会の設置
② 「産学官民連携推進協議会（仮称）」設置
③ 全庁的な推進組織の設置




